
 
令和６年度第２回理事会及び第２回評議員会提出議案 正誤表 

 
 
 

 ●訂正箇所 
第１号議案「令和５年度事業報告及び決算書類の承認の件」 
事業報告書３ページ目１６行目 第３回理事会「日時」 

 
（誤） 令和５年６月１０日 
（正） 令和５年６月５日 

以上 



公益財団法人 琵琶湖・淀川水質保全機構                        

令 和 ６ 年 度 第 ２ 回 評 議 員 会 議 事 録 

 

 

１ 開催の日時  令和６年６月２６日（水）午前１０時００分 

 

２ 開催の場所  大阪府立労働センター ６階６０４会議室 

         大阪市中央区北浜東３番１４号 

 

３ 評議員総数        ９名 

 

４  出席評議員数 ８名 

  出席評議員   神 田   彰 

出席評議員   小 宅 誠 司 

    出席評議員    中 野   晋 

    出席評議員    江 原 佳 男 

    出席評議員    桑 形 雅 彦 

    出席評議員    吉 田 久 芳 

  出席評議員  𠮷 田 延 雄 

  出席評議員    橋 本 正 司 

 

５ 出席理事長    三 和 伸 彦 

  出 席 理 事  中 川   一 

出 席 理 事  今 井   崇 

 

６ 出 席 監 事       佐々木 泰 裕 

  出 席 監 事         山 下 博 也 

 

７ 議事の経過の要領及びその結果 

  (1) 開 会 

        定刻に至り、事務局長の今井崇氏が開会を宣し、本日の令和６年度２回評議員会

は、定足数を満たしたので有効に成立した旨を告げた後、引き続き、三和理事長及

び来賓から挨拶があった。 

 

 (2) 議長選出 



        定款第１８条の規定により、評議員小宅誠司氏が議長に就任し、議案の審議に入

った。 

 

 (3) 議事録署名人選出 

        定款第２０条第２項の規定により、議事録署名人に評議員江原佳男氏及び評議員

橋本正司氏が選出された。 

 

 (4) 議 案 

 第１号議案 令和５年度事業報告及び決算書類の承認の件 

  議長が、今井事務局長に「令和５年度事業報告及び決算書類の承認の件」につい

て説明させ、今井事務局長が、定款第８条第１項の規定により令和５年度事業報告

及び決算を資料１のとおりとしたい旨を説明した。本議案に関し別紙の質疑応答が

あった後、議長が本議案を議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認され

た。 

 

 (5) 報告事項 

 今井事務局長から、資料２のとおり次期(R8～10)あり方検討に向けた今後の予定

について報告した。 

 

(6) 閉 会 

以上をもって、公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構令和６年度第２回評議員

会の議題全部を終了したので、今井事務局長が午前１１時０５分閉会を宣言した。 

  



 

以上の決議を明確にするために、今井常務理事が議事録を作成し、議長及び議事録署名

人が次に記名押印する。 

 

 

 

  令和６年６月２６日 

 

 

 

         議    長 

 

 

                                         

 

 

          議事録署名人 

 

                                         

 

 

          議事録署名人 

 

                                         

 

 

  



別紙 令和６年度 第２回評議員会 質疑応答等要旨 

 

 

江原評議員 

 

 

 

今井事務局長 

 

 

 

 

江原評議員 

 

 

 

 

 

今井事務局長 

 

 

吉田(久)評議員 

 

 

 

 

今井事務局長 

 

 

 

第１号議案 令和５年度事業報告及び決算書類の承認の件 

 

 事業報告において説明のあった「３．（１）水質保全研究助成」における成果報

告会に関して、参加者が少ないように感じられるが、成果報告会参加の周知につ

いてはどのように行われているのか。 

 

 周知については、当機構のホームページでの案内をはじめ、関係団体の皆様へ

の通知、研究機関や研究者等へ直接の案内を行っている。今回の成果報告会につ

いては、会場での参加者が１３名、またオンライン視聴の参加が４３者であり、

前回の成果報告会からは若干増加している。 

 

 当団体においても、内部での周知を図っていきたい。参考までに、国土交通省

において「ホット・インフォメーション」を関係者に向けて週１回情報提供して

おり、担当者にメール等で内容を伝えれば掲載が可能である。昨年度までは下水

道に関するものであったが、この４月から水道事業についても所管省庁となった

ことから、このような媒体の利用を検討されてはどうか。  

 

 ぜひ参考とさせていただきたい。 

 

 

 先の質疑に関連して、この成果報告会の開催時期については毎年３月下旬ごろ

に実施すると決められているのか。この３月に開催された成果報告会に参加した

いと思っていたが、日程が合わず参加できなかった。自治体においては、例年３

月は議会で多忙な時期であり、この時期の参加は難しい。 

 

 当該年度に行った研究助成に対する研究者の成果がまとまる時期が年度末とな

ることから、例年３月下旬の開催としている。自治体様は多忙な時期であること

は承知しており、どのような対応ができるか考えたい。 

 

（以上） 

 

















 

 

 



 
 
 






























